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答申第２９２号 

 

答  申 

 

第１ 審査会の結論 
 

実施機関の決定は妥当である。 

 

第２ 諮問事案の概要 
 
 １ 行政文書の開示請求 
 

審査請求人は、平成３０年９月２２日、奈良県情報公開条例（平成１３年３月奈良

県条例第３８号。以下｢条例｣という。）第６条第１項の規定に基づき、奈良県警察本部

長（以下「実施機関」という。）に対し、「奈良県警察が保存・保管している映像記録

のうち、平成○○年○月○日に撮影されたもの。」の開示請求（以下「本件開示請求」

という。）を行った。 

 

 ２ 実施機関の決定 
 

平成３０年１１月９日、実施機関は、本件開示請求に係る行政文書を保有していない

ため不存在として、行政文書の不開示決定（以下「本件決定」という。）を行い、審査

請求人に通知した。 

 

  ３ 審査請求 
 

審査請求人は、平成３０年１２月２５日、本件決定を不服として、行政不服審査法（平

成２６年法律第６８号）第２条の規定に基づき、実施機関の上級行政庁である奈良県公

安委員会（以下「諮問実施機関」という。）に対し、原処分を取り消し、奈良県警察が

保存・保管している記録映像のうち、平成○○年○月○日に撮影されたものを開示する

との裁決を求める旨の審査請求を行った。 

 

  ４ 諮 問 
 

平成３１年１月２４日、諮問実施機関は、条例第１９条の規定に基づき、奈良県情報

公開審査会（以下「当審査会」という。）に対して、当該審査請求に係る諮問を行った。 

 

第３ 審査請求人の主張要旨 
 
  １ 審査請求の趣旨 
 

原処分を取り消し、奈良県警察が保存・保管している記録映像のうち、平成○○年

○月○日に撮影されたものを開示するとの裁決を求める。 

 

  ２ 審査請求の理由 
 

 審査請求人が、審査請求書及び反論書において主張している審査請求の理由は、おお

むね次のとおりである。 

 

（１）審査請求書 
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平成○○年○月○日、審査請求人の同乗者がおむつを交換していたところ、○○警 

察署警察官はこの行為が道路交通法施行令（昭和３５年政令第２７０号）第２６条の

３の２第３項第５号に規定されるチャイルドシートの着用義務に違反するとして審

査請求人に違反告知を行った。○○警察署警察官は、チャイルドシートの着用義務が

免除されるのは授乳行為及び緊急避難行為のみであり、おむつを交換する行為は認

められないと主張したため、審査請求人はこれを受け入れ違反告知書に署名した。後

日、審査請求人はおむつを交換する行為を違法とする根拠が不明確であると判断し、

○○警察署に確認したところ、○○警察署は違法であるという主張そのものはかえ

なかったものの、その根拠として警察官自身の職務経験からこれを違法と解釈した

と説明したため、審査請求人はこれを不審に思い、以後、この政令の解釈について、

審査請求人と○○警察署において今なお係争中の状況である。 

このような状況下において、○○警察署としては、これを奈良県警察本部及び住所 

地公安委員会ひいては国民に説明するためには、おむつを交換していたことについ

て○○警察署警察官の心証形成が既になされていること、審査請求人がそれを認め

ていることに加えて、客観的証拠として審査請求人の同乗者がおむつを交換してい

る映像記録を保全しておく必要があるのは当然である。また、平成○○年○月○日に

は奈良県警察本部に対して当該映像記録の証拠保全を要請している。 
 
（２）反論書 

  
   ア 本件処分の妥当性について 

 
奈良県警察本部長は、一般的な交通違反取締りにおける事例をもとに弁明して

いるが、平成○○年○月○日に発生した道路交通違反事件に関しては、当該交通違

反の免除規定に係る見解が奈良県警察本部と○○警察署警察官で異なるという審

査請求人が関知できない特異的な事情があるものであり、不適切な弁明である。 

 

   イ 審査請求人のその他の主張について 
 
   （ア）奈良県警察本部長が何を弁明したいのか理解に苦しむが、奈良県情報公開

条例の開示請求権の一般的な性格として、何人に対してもこれを認めており、

開示請求の理由や利用目的などの個別的事由は必要ではない。 
 

（イ）奈良県警察本部長は、「、当該主張は事実関係に誤りがあって、・・・」と

しているが、審査請求人は事実関係を当初から認めており、ただ、法令解釈

を争っているものである。 

また、奈良県警察本部長は、審査請求人に立証責任があると弁明している

が、行政不服審査法は審査請求人の手続保証の観点から審査庁が当事者の主

張しない事実を職権で取り上げ、その存否を調べることを認める職権探知主

義を採用しており、審査請求人に全ての立証責任を負わせていない。 

 

第４ 諮問実施機関の説明要旨              
 

諮問実施機関が、弁明書において説明している本件決定の理由は、おおむね次のと

おりである。 
 

１ 不開示とした理由 
 
（１）本件処分について 
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処分庁は、本件開示請求に係る行政文書を特定するに当たり、全所属において所要

の探索を行った結果、本件開示請求に係る行政文書を保有していなかったことから、

本件処分を行ったものである。 
 
（２）審査請求人が求める行政文書について 

  
審査請求書によると、審査請求人が求める行政文書は、平成○○年○月○日に発生

した、審査請求人が幼児用補助装置の装着義務を怠って幼児を乗車させて自動車を運

転したことに起因する道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）違反が道路交通法施

行令第２６条の３の２第３項第５号の幼児用補助装置に係る義務の免除規定に該当

することにより成立しないことを証明する、つまり違反当日の審査請求人の同乗者が

おむつを交換している映像を電磁的記録として処分庁が保有しているものであると

考えられる。 
 
（３）本件処分の妥当性について 

  
違反当日の審査請求人の同乗者がおむつを交換している映像の電磁的記録を保全

しておく必要があるのは当然であるという審査請求人の主張は、交通違反取締りにお

いて自動車の運転者及び同乗者の状況が撮影され、電磁的記録として保有されている

べきであるという趣旨であると考えられる。 

しかし、交通違反取締りにおいて、幼児用補助装置の装着義務違反の違反行為につ

き、自動車の運転者及び同乗者の状況を撮影し、電磁的記録として保有しなければな

らないことを定める規定は処分庁において存在しない。 

また、「およそ警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断してなん

らかの犯罪を犯したと疑うに足りる相当な理由のある者を停止させて質問し、また、

現行犯人を現認した場合には速やかにその検挙又は逮捕に当たる職責を負うもので

あつて（警察法２条、６５条、警察官職務執行法２条１項）」（最高裁昭和５８年（オ）

第７６７号同６１年２月２７日第一小法廷判決）、一般に、交通違反取締りにおいて

自動車の運転者及び同乗者の状況を撮影し、電磁的記録として保有する必要性はなく、

道路交通法違反の事実の認定は、原則として、警察官の現認によるのであり、違反事

実の立証は、警察官の現認で足りる。 

これらのことから、処分庁は、開示請求に係る行政文書を保有していないとの理 

由による本件処分は妥当であると判断する。 
 
（４）審査請求人のその他の主張について 

  

ア 審査請求人は、自身は道路交通法違反の当事者であり、平成○○年○月○日

に、処分庁に対し、違反当日の交通違反取締りにおいて自動車を運転する審査

請求人及び同乗者の状況が撮影された電磁的記録の証拠保全を要請している

旨主張する。 

しかし、条例に定める開示請求権制度は、開示請求者が誰であるかを問わな

いものであることから、当該主張のような個別的事情は、本件処分の妥当性の

判断に影響を及ぼすものではない。 
 

イ 審査請求人は、その他種々主張するが、当該主張は事実関係に誤りがあって、

処分庁が本件開示請求に係る行政文書を保有していることを立証していると

は認められず、いずれも本件処分の妥当性を左右するものではない。 
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２ 結語 
 

 以上のことから、実施機関が行った本件処分は妥当なものであり、本件決定について

原処分維持が適当と考える。 

 

第５ 審査会の判断理由 
 
      当審査会は、本件事案について審査した結果、次のとおり判断する。 
 

１ 基本的な考え方 
 

条例は、その第１条にあるように、県政に対する県民等の理解と信頼を深め、県民等

の県政への参加を促進し、もって県民等の知る権利への理解を深めつつ、県の有するそ

の諸活動を県民等に説明する責務が全うされるようにするとともに、公正で開かれた

県民本位の県政を一層推進することを目的として制定されたものであり、その解釈・運

用に当たっては、県民等の行政文書開示請求権を十分尊重する見地から行わなければ

ならない。 

したがって、当審査会は県民等の行政文書開示請求権を十分尊重するという条例の

趣旨に従い、審査に必要な関係資料の提出を求め、当審査会により調査を行い、条例の

適用について判断することとした。 
 

２ 行政文書の不存在について 
 

審査請求人は、「奈良県警察が保存・保管している映像記録のうち、平成○○年○月

○日に撮影されたもの。」の開示を求めているのに対し、諮問実施機関は、当該文書を

保有していない旨主張しているので、以下検討する。 

 

諮問実施機関は、一般に、交通違反取締りにおいて自動車の運転者及び同乗者の状況

を撮影し、電磁的記録として保有する必要性はなく、道路交通法違反の事実の認定は、

原則として、警察官の現認によるのであり、違反事実の立証は、警察官の現認で足り、

自動車の運転者及び同乗者の状況を撮影し、電磁的記録として保有しなければならな

いことを定める規定は存在しない旨主張している。 

また、実施機関において、本件開示請求に対応する行政文書を特定するに当たり、全

所属において探索をしたが本件開示請求に対応する文書は保有していなかったとのこ

とである。 

これらのことから、本件開示請求に対応する行政文書を保有していないとする諮問

実施機関の説明に、特段不自然、不合理な点はなく、当該行政文書が存在すると推測さ

せる特段の事情もない。 

以上のことから、本件開示請求に対応する行政文書を保有していないとする諮問実

施機関の説明は是認できると判断する。 
 

３ 審査請求人の主張について 
 

審査請求人は、審査請求書において、その他種々主張するが、いずれも当審査会の判

断を左右するものではない。 

 

４ 結 論 
 

以上の事実及び理由により、当審査会は「第１ 審査会の結論」のとおり判断する。 
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第６ 審査会の審査経過 
 
     当審査会の審査経過は、別紙のとおりである。 
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（別 紙） 

 

 

審 査 会 の 審 査 経 過 

 

 審   査   経   過 

 

平成３１年 １月２４日 

 

・ 諮問実施機関から諮問及び弁明書の写しの提出を受けた。 

 

 

平成３１年 １月２５日 

 

 

・ 審査請求人から反論書が提出された。 

 

 

令和 ６年 １月２６日 

（第２７２回審査会） 

 

 

・ 事案の審議を行った。 

 

 

令和 ６年 ３月１１日 

（第２７３回審査会） 

 

 

・  事案の審議を行った。 

 

令和 ６年 ５月１０日 

（第２７４回審査会） 

 

 

・  答申案のとりまとめを行った。 

 

令和 ６年 ９月２５日 

 

 

・ 諮問実施機関に対して答申を行った。 
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